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船舶事故調査報告書 

 

                              令和８年３月１１日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年１２月８日 ０９時５８分頃 

発生場所 高知県高知市高知港 

 高知港御畳
み ま

瀬
せ

灯台から真方位０４３°５４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°３０.６′ 東経１３３°３３.８′） 

事故の概要 貨物船兼砂利運搬船marumasa
マ ル マ サ

１２号は、航行中、浅所に乗り揚げ

た。 

marumasa１２号は、船底部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和６年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船兼砂利運搬船 marumasa１２号、７４４トン  

１４４７５４、株式会社ホクセイ（Ａ社）、株式会社海翔（船舶管

理会社、Ｂ社） 

８１.８０ｍ×１４.００ｍ×８.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、令和６年５月２９日 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

        写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 ５７歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成８年７月９日 

    免 状 交 付 年 月 日  令和３年５月１７日 

免状有効期間満了日 令和８年７月８日 

 死傷者等 なし 
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 損傷 船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１３４cm（高知） 

高知市には、１２月７日１９時２１分に強風注意報が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、高知港第５ふ頭の専用岸壁で石

灰石約２,１００ｔを積載し、ほぼ満載状態で、令和６年１２月８日

０９時４５分頃、兵庫県東播磨港に向けて出航した。 

本船の出航時の喫水は、船首約４.３７ｍ、船尾約５.３７ｍであっ

た。 

出航時、船長が単独で操船に当たっていた。 

出航当日の朝、航海士（以下「航海士Ａ」という。）は、船長が少

し酒臭いことに気付いたが、出航前の接岸もふだんどおり行われたの

で、操船には差し支えないと思っていた。 

航海士Ａは、出航後、船長の様子が気になり、０９時５０分頃、機

関士（以下「機関士Ａ」という。）を昇橋させた。 

船長は、電子海図表示装置（ＥＣＳ）及びレーダーを作動させて操

舵スタンドの前に立ち、手動操舵で操船に当たり、航路に入航して左

舵をとり、航路に沿って本船を南進させ始めた。 

 船長は、ＥＣＳは船位が表示されるまでに時間差が生じるので、日

頃からあまり注意して見ておらず、また、レーダーについては漠然と

見ており、専ら目視で操船を行い、港則法（昭和２３年法律第１７４

号）で定める高知水路の管制信号が出航信号であることを浦戸信号所

（交通）を見て確認し、０９時５４分頃、半速力前進まで増速し、約

８ノットの対地速力で本船を南進させ続けた。 

船長は、０９時５６分頃、高知港の港内管制室に電話をかけて入航

船の有無について問い合わせている際、左方に開けた海域を見て、左

舷船首方に見えた高知港第１０号灯浮標（以下「１０号灯浮標」とい

う。）を高知港第６号灯浮標（以下「６号灯浮標」という。）と誤認し

て左転を開始した。 

高知港の港内管制室の担当者は、船長からの問合せに対し、入航船

はない旨答えた後、本船が航路を外れて陸岸に向かっていることを監

視モニターで認めたので、造船所に向かっている旨船長に報告した。

これに対し船長から「橋の下を通過しているので、ＡＩＳを確認して

くれ」と返答があったが、意味がよく分からなかった。 

航海士Ａは、本船の針路が左に向いていたので、０９時５７分頃、

船首甲板上からマイクで本船が航路を外れ始めていることを船長に報

告した。 

船橋内右舷側に立っていた機関士Ａは、陸岸に近づいていることに

気付いたので、電話をしていた船長に対して、手振りで右転するよう
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知らせた。 

船長は、本船が航路内を航行していると思い込み、ＥＣＳやレー 

ダーで針路や船位を確認せずに目視で操船を続けた。 

船長は、０９時５８分頃、本船の船底から擦過音がして振動が伝 

わってきたので、主機操縦レバーを停止位置とし、クラッチを中立と

した。 

本船は、急激に速力が低下して動かなくなり、高知市仁井田
に い だ

西方の

浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

船長は、何度か主機を後進に操作したが、本船を離礁させることが

できなかったので、船体各所の調査を乗組員に指示し、浸水や油の流

出等がないことを確認した上で、本事故発生をＢ社担当者に連絡し

た。 

付近で漂泊して釣りをしていた小型船舶の船長は、本事故の発生を

目撃し、１０時１５分頃、１１８番通報を行った。 

本船は、９日１３時００分頃、Ａ社が手配したタグボート２隻に 

よって本件浅所から引き出された後、えい
．．

航されて高知港潮
うしお

江
え

地区

の岸壁に着岸した。 

（図１ 参照） 
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図１ 航行経路図 

 

（付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 (1) 船長の高知港の航路及び高知水路の通航に関する認識 

  ① 船長は、海図に記載されていた本件浅所の存在を認識してい

た。 

  ② 船長は、本船で高知港に入出港した経験が３回あり、高知水

路の管制の方法や運航予定の通報を認識していた。 

  ③ 船長は、高知港の安全に関する情報を本船の運航会社及び現
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地代理店から受け取っていた。 

(2) 飲酒に関する情報 

  ① 船長は、１２月７日１５時３０分頃に本船が錨泊後、１６時

頃から翌日０２時頃までの間、自室でアルコール度数約２５度

の焼酎約９００㎖及びアルコール度数約５.５％の発泡酒３５０

㎖を３本飲んでいた。 

  ② 船長は、当直前に二日酔いを感じていたが、足元がふらつく

こともなかったので、当直に支障がないと思っていた。 

  ③ 海上保安庁の職員が８日１１時３０分頃、船長の呼気アル 

コール濃度を２回計測したところ、０.２０mg/ℓと０.２５mg/ℓ

であった。 

  ④ 本事故発生時の船長の呼気アルコール濃度は、ウィドマーク

計算法*1によって、事故発生時からアルコール濃度計測時までの

経過時間から計算すると以下のとおりであった。 

 計測された呼気アルコール数値の平均値 

 ０.２０＋０.２５×１/２＝０.２２５mg/ℓ 

 測定時の血中アルコール濃度 

 （Ｃｍ）＝０.２２５×２＝０.４５mg/mℓ 

 事故発生後から検出するまでの経過時間 

 （tm）＝約１.５時間 

アルコール燃焼係数（酸化係数、平均値） 

 （β）＝０.１５mg/mℓ 

 事故時の血中アルコール濃度 

（Ｃａ）＝Ｃｍ＋β✽tm＝０.４５＋０.１５×１.５＝ 

０.７５mg/mℓ 

事故時の呼気アルコール濃度 

０.７５×１/２＝０.３７５mg/ℓ 

  ⑤ 「アルコールと健康」（平山宗宏、石井裕正、髙石昌弘（監

修）、社団法人（現：公益社団法人）アルコール健康医学協会、

平成１７年４月発行）には、飲酒量、アルコール血中濃度と一

般的な酩酊の症状については、次表のとおりであり、本事故時

の船長のアルコール血中濃度は、０.７５mg/mℓ（０.０７５％）

程度であったと推定され、ほろ酔い期に該当する。 

 この数値は、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０

号）第４４条の３に規定される酒気帯び運転に当たるアルコー

ルの程度（血中濃度０.３mg/mℓ又は呼気中濃度０.１５mg/ℓ）と

比較した場合、基準値を上回る数値であった。 

 
*1 「ウイドマーク計算法」とは、飲酒量と飲酒時刻が特定されていた場合の事故時の血中（呼気中）のアルコール濃

度等の算出法である。 
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時期    

(アルコール 

血中濃度％） 

酒量の

平均的

目安 

酔いの状況 

爽快期  

(0.02～0.05) 

日本酒  

１合ま

で 

・さわやかな気分・皮膚が赤くなる 

・陽気になる・判断力がやや鈍る 

ほろ酔い期  

（0.05～0.10) 

１～２

合まで 

・ほろ酔い気分・手の動きが活発 

・抑制がとれる ・体温上昇/頻脈 

酩酊前期  

(0.10～0.15) 
３合 

・気が大きくなる・怒りっぽくなる 

・大声が出なくなる・立てばふらつく 

酩酊期   

(0.15～0.30) 
５合 

・千鳥足 ・呼吸が速くなる 

・同じことを何度も喋る・吐き気/おう吐 

  ⑥ 「海技と知識」（操縦免許証講習用教材検討委員会、公益財団

法人海技資格協力センター、平成３０年７月１日第１０版２

刷）には、飲酒について、次のとおり記載されている。 

    飲酒すると血液中のアルコールが作用して、「注意力の低

下」、「判断力の低下」が起こります。その結果、漫然と相手船

と無難に航過できるだろうなどど判断を誤ったり、「警戒心の低

下」が起こり、無灯火のまま運航したり、あるいは「眠気」を

催して居眠りに陥るなど、正常な操縦ができなくなります。 

(3) 本船の安全管理規程に関する情報 

   Ａ社の安全管理規程には、飲酒等の禁止に関して次のとおり定

められていた。 

   第 35 条 安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアル

コール検査体制を構築しなければならない。 

２ 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるよう

になるまでの間及びいかなる場合も呼気１リットル中の

アルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施して

はならない。 

３ 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができ

るようになるまでの間及びいかなる場合も呼気１リット

ル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実

施させてはならない。 

(4) 本船の船舶管理についての情報 

  ① Ａ社は、Ｂ社と本船の船員配乗、雇用管理、船舶保守管理、

運航実施管理等について、船舶管理契約を締結していた。 

  ② Ｂ社は、乗組員に対して、当直前、アルコール検知器を用い

て測定したアルコール濃度をアルコール検査記録簿に記入する

よう指導していた。 

  ③ Ａ社及びＢ社は、本船の当直前にアルコール検知器を用いた

検査が行われておらず、アルコール検査が形骸
けいがい

化していること
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を把握していなかった。また、アルコール検査記録簿には、ア

ルコール検知器の濃度(数値等)を０、酒気帯びの有無を無と記

載されていた。 

  ④ Ｂ社は、船長に飲酒習慣があることを把握していたが、１１

月７日から８日までの訪船で、船長から飲酒をやめたとの発言

を聞いていたので、引き続き本船に乗船させていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

(1) 本船が航路に沿って南進中、船長は、左方に開けた海域を高知

港の出入り口に向かう海域であると思ったことから、１０号灯浮

標を６号灯浮標と誤認したものと考えられる。これは、ふだんか

らＥＣＳやレーダーを有効に使用していなかったことや(3)による

判断力が低下していたことが考えられる。 

(2) 船長は、ふだんからＥＣＳ等を活用して船位を確認する習慣が

なかったことから、進路を誤認していることに気付かなかったも

のと考えられる。 

(3) ① 船長は、本事故発生時、呼気アルコール濃度が０.３７５ 

㎎/ℓ（推定）であったことから、酒気帯びの状態であったも

のと推定される。 

② 船長は､飲酒の影響によって判断力が低下していたものと考

えられる。 

(4) 安全管理規程によって酒気帯びの状態での業務遂行は認められ

ないことになっていたが、Ｂ社による現場点検がなかったことか

ら、本船では、アルコール検査を省略し、検査自体が形骸化して

いたものと考えられる。 

(5) Ａ社及びＢ社が、アルコール検査記録簿を確認するのみで現場

点検をしていなかったことは、乗組員の安全意識の低下を招いた

可能性があると考えられる。 

(6) (1)～(5)から、船長は、酒気を帯びながら操船し、アルコール

の影響で判断力が低下する中、本船は本件浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が航路に沿って南進中、船長が、酒気を帯びていた

ため、船位を確認しないまま左方に開けた海域を見て１０号灯浮標を

６号灯浮標と誤認し、本船を左転させ、本船が本件浅所に乗り揚げた

ものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、同種事故の再発防止策として、以下の対策を実施した。 

・Ａ社は、本事故後、管理する船舶に対して、航行前のアルコール

チェックを徹底することとし、アルコール濃度の検査日時、検知
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量、検査場所、被検査者の検査中の写真等がＡ社に衛星通信で送

信されて確認できるアルコール検知器とアプリを導入した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶の乗組員は、安全管理規程を遵守し、酒気帯び状態で操船や

当直業務を行わないこと。 

・安全統括管理者は、乗組員に対して、アルコールが及ぼす悪影響

（判断力の低下等）や飲酒に係る安全管理規程の規定の内容を十

分に理解させ、酒気帯び状態で業務に就くことがないよう飲酒管

理及び教育を徹底すること。具体的には、専門家による飲酒が運

航に及ぼす危険性に関する講習が考えられる。 

・船舶管理を行う事業者は、乗組員に対して、業務に就く前のアル

コール検査を有効かつ確実な方法で行わせるとともに、検査の実

施状況を抜き打ちで点検することが望ましい。 



- 9 - 

付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時  刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 船首方位※

（°）  

対地針路※

（°） 

対地速力

（kn） 北  緯 

（°－′－″） 

東  経 

（°－′－″） 

09:45:06 033-31-31.77 133-33-53.77 348  072.3  0.0  

09:45:32 033-31-31.78 133-33-53.77 340  072.3  0.1  

09:46:06 033-31-32.04 133-33-53.48 334  314.8  0.7  

09:47:02 033-31-32.48 133-33-53.12 321  344.3  0.6  

09:48:03 033-31-33.20 133-33-52.54 282  311.8  0.9  

09:49:02 033-31-33.25 133-33-51.17 271  259.9  1.6  

09:50:00 033-31-33.52 133-33-48.70 261  286.2  2.4  

09:51:03 033-31-32.82 133-33-45.21 197  229.7  3.5  

09:52:03 033-31-28.51 133-33-44.26 175  177.5  5.1  

09:53:05 033-31-22.07 133-33-44.38 179  182.0  6.7  

09:54:07 033-31-14.56 133-33-44.02 178  180.8  7.7  

09:55:07 033-31-06.49 133-33-43.55 181  183.9  8.2  

09:56:00 033-30-59.09 133-33-42.98 176  182.6  8.4  

09:56:36 033-30-53.88 133-33-43.28 167  174.1  8.4  

09:56:53 033-30-51.48 133-33-43.74 162  170.0  8.4  

09:57:07 033-30-49.70 133-33-44.25 159  166.5  8.5  

09:58:33 033-30-38.87 133-33-48.54 191  167.9  3.8  

09:58:37 033-30-38.84 133-33-48.58 192  164.4  2.3  

09:58:46 033-30-38.84 133-33-48.58 192  163.9  0.3  

09:58:55 033-30-38.84 133-33-48.59 192  163.8  0.0  

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から６６ｍ、船尾から１６ｍ、左舷から５ｍ、右舷から９ｍであった。また、対地針路及び

船首方位は真方位である。 


